
 

 

介護老人保健施設明生園 

長期入所・短期入所・介護予防短期入所のご案内 

（重要事項説明書） 

当施設はご契約者に対して介護保健施設サービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

とおり説明します。 

なお、当施設への入所は、原則として要介護認定を受けている方が対象となりま

す。（短期入所は要支援より可） 
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医療法人 ときわ会 

介護老人保健施設 明生園 

 

１ 施設の概要について 

施設名 医療法人ときわ会 介護老人保健施設 明生園 

所在地 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－１ 

電話番号 0172－65－4066 ＦＡＸ番号 0172－65－4068  

施設長（管理者） 小栁 雅是 

 

（１）施設の目的と役割 

 介護を必要とする本人と、その家族の方を支援することを目的としています。利

用者の能力に応じ自立した生活を営むことを支援し、家庭復帰を目指すと共に、施

設は明るく家庭的な雰囲気作りに努め、地域や家庭とのつながりを大事にします。 

 

（２）施設の運営方針 

１．利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止または要介護状態になることの予

防に努めるよう、その心身の状態を踏まえて適切な療養を行います。 

２．サービスの提供にあたっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行います。 

３．利用者又は他利用者の生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、

身体拘束や行動を制限する行為は行いません。やむを得ず拘束する場合は、利用

者及び家族に説明し、医師の指示の下に行うと共に、その状態・拘束理由等を記

録します。 

４．自ら提供するサービスの質を評価し、常に改善を図ります。 

 

（３）入所定員及び主な施設設備 

定員 100 名 
食堂及び機能訓練室  1 室 

療養室 
4 人部屋 24 室 

2 人部屋 2 室 

浴 室 

一般浴槽  

診察室 1 室 中間浴槽 1 台 

談話室 1 室 特殊浴槽 1 台 

         ＊施設に義務付けられているその他の設備も有しています 

 

 



 

（４）施設の職員体制 

職種 員数 職務内容 

施設長（医師） １名 

施設業務を統括管理する 

利用者の病状を把握し、利用者の診察・健康管理・保健衛生指

導を行う 

看護

職員 

師長 １名 
施設長の指示を受け、看護・介護業務をつかさどり、所属職員

を指揮監督する 

看護職合計 ９名以上 

医師の診療補助、看護並びに利用者の衛生管理及び日常生活

の援助を行う 

介護職員 ２５名以上 利用者の日常生活の援助を行う 

理学・作業療法士 １名以上 利用者の機能回復の促進及び低下の予防を行う 

支援相談員 １名以上 利用者及び家族の相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う 

介護支援専門員 １名以上 
介護保険認定の手続き、施設サービス計画及び短期入所療養介

護計画の作成等を行う 

薬剤師 0.3 名以上 利用者の薬剤管理指導を行う 

管理栄養士 １名以上 栄養管理、栄養指導、食品の衛生管理、調理員の指揮監督を行う 

調理員 ７名以上 調理業務を行う 

総務 
事務長 １名 

施設長の命を受け、事務等の業務をつかさどり、所属員を指揮

監督する 

総務職員 ２名以上 会計、庶務、営繕等の総務を行う 

＊ 職員の配置について指定基準を遵守しています 

 

 

 

 

２ サービス内容について 

 

１．食事・・・・朝食：7 時 20 分  昼食：11 時 55 分  夕食：18 時 

２．入浴 

３．排泄 

４．機能訓練 

５．健康管理 

６．レクリエーション、クラブ活動、行事等 

   

 

 

 



３ 利用料金について 

（１）長期入所料金             （令和８年６月改訂） 

区分 金額 

介護保健施設サービス費 

（Ⅰ･ⅲ）<多床室> 

※負担割合が「2 割」の方 

  は金額が「×２」、「3割」 

  の方は「×３」となります。 

要介護 1 日 額 ７９３円 

要介護 2 日 額 ８４３円 

要介護 3 日 額 ９０８円 

要介護 4 日 額 ９６１円 

要介護 5 日 額 １、０１２円 

加 算 等 

 

※負担割合が「2 割」の方 

  は金額が「×２」、「3割」 

  の方は「×３」となります。 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  １日につき  ２２円 

夜勤職員配置加算         １日につき  ２４円 

初期加算（Ⅱ）          １日につき  ３０円 

療養食加算            １食につき   ６円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ・Ⅱ）１月につき ３円・１３円 

短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ・Ⅱ）  １日につき ２５８円・２００円 

認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ・Ⅱ）１日につき２４０円・１２０円 

自立支援促進加算         １月につき ３００円 

安全対策体制加算         入所時に   ２０円 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ・Ⅱ）１回につき４５０円・４８０円 

退所時情報提供加算（Ⅰ・Ⅱ）１回につき５００円・２５０円 

試行的退所時指導加算        １回につき４００円  

入退所前連携加算（Ⅰ・Ⅱ） １回につき４００円・６００円           

訪問看護指示加算         １回につき ３００円 

外泊時費用加算          １日につき ３６２円 

ターミナルケア加算（死亡日以前３１～４５日）    ７２円 

         （死亡日以前４～３０日）  １６０円 

         （死亡日以前２～３日）   ９１０円 

         （死亡日）       １、９００円 

排泄支援加算（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）１月につき１０円・１５円・２０円 

所定疾患施設療養費（Ⅰ・Ⅱ）１日につき２３９円・４８０円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） １日につき   ５１円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 １月につき  ３３円 

緊急時治療管理          １日につき ５１８円 

科学的介護推進加算（Ⅰ・Ⅱ） １月につき４０円・６０円 

栄養マネジメント強化加算       １日につき１１円 

退所時栄養情報連携加算           １回７０円 

再入所時栄養連携加算           １回２００円 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ・Ⅱ）１月につき１５円  

協力医療機関加算               １月につき５０円 

新興感染症対等施設療養費（１月に５日を限度）  １日につき２４０円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ・Ⅱ）     １月につき 10 円・100 円      

※介護職員処遇改善加算（Ⅱロ）1 月総単位に９.３％を乗じた単位を加算 



 

食費（利用者負担分）  現 行 令和8年8月～ 

 第 1 段階 日 額 ３００円 ３００円 

第 2 段階 日 額 ３９０円 ３９０円 

第 3 段階（１） 日 額 ６５０円 ６８０円 

第 3 段階（２） 日 額 １，３６０円 １，４２０円 

第 4 段階 日 額 １，４４５円 １，５４５円 

 

居住費（利用者負担分） 

第 1 段階 日 額 ０円 

第 2 段階 日 額 ４３０円 

第 3 段階（１） 日 額 ４３０円 

第 3 段階（２） 日 額 ４３０円 

第 4 段階 日 額 ４３７円 

 

入所者が選定する特別な居室 2 人部屋              １日につき ３００円   

理美容代 １回   ２，５００円 

私物の洗濯代 指定したビニール袋      １袋につき        ６００円 

タオルケット等        １枚につき        ６００円 

日用品費 シャンプー、リンス、ボディーソープ、手洗い用洗剤、ウェットティッシュ、                 

洗顔タオル、シェービングジェル、使い捨てカミソリ、使い捨てエプロン、

目回り清浄綿、綿棒、爪切り、箸、スプーン、保湿剤等 １日５００円 

手芸材料 （希望される方） 材料代実費 

インフルエンザや新型コロナ等予防接種費用 各市町村が定める額 

 

 

（2）短期入所利用料金                （令和８年６月改訂）  

区分 金額 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護費（Ⅰ･ⅲ） 

要支援 1 日 額 ６１３円 

要支援 2 日 額 ７７４円 

<多床室> 

※負担割合が「2 割」の方は 

   金額が「×２」、「3 割」の方

は「×３」となります。 

 

要介護 1 日 額 ８３０円 

要介護 2 日 額 ８８０円 

要介護 3 日 額 ９４４円 

要介護 4 日 額 ９９７円 

要介護 5 日 額 １，０５２円 

加算等 

 

※負担割合が「2 割」の方は 

   金額が「×２」、「3 割」の方

は「×３」となります。 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   １日につき  ２２円 

夜勤職員配置加算          １日につき  ２４円 

緊急短期入所受け入れ加算（７日限度）１日につき  ９０円 

送迎加算                片道   １８４円  

個別リハビリ実施加算         １日につき  ２４０円 

重度療養管理加算          １日につき １２０円 

療養食加算             １食につき    ８円 

緊急時治療管理（月３日限度）    １日につき  ５１８円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）１日につき  ５１円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ・Ⅱ）     １月につき 10 円・100 円      



※介護職員処遇改善加算（Ⅱロ）1 月総単位に９.３％を乗じた単位を加算 

食費（利用者負担分）  現行 令和 8 年 8 月～ 

 第 1 段階 日 額 ３００円 ３００円 

第 2 段階 日 額 ６００円 ６００円 

第 3 段階（１） 日 額 １，０００円 １，０３０円 

第 3 段階（２） 日 額 １，３００円 １，３６０円 

第 4 段階 日 額 １，４４５円 １，５４５円 

現 行  朝 ４２２円  昼 ４７２円  夕 ５５１円 

Ｒ８年８月～朝 ４５５円  昼 ５０５円  夕 ５８５円 

居住費（利用者負担分） 第 1 段階 日 額 ０円 

第 2 段階 日 額 ４３０円 

第 3 段階（１） 日 額 ４３０円 

第 3 段階（２） 日 額 ４３０円 

第 4 段階 日 額 ４３７円 

 

 

 

入所者が選定する特別な居室 ２人部屋           １日につき ３００円 

理美容代 １回 ２，５００円 

私物の洗濯代 指定したビニール袋          １袋につき  ６００円 

タオルケット等              １枚につき  ６００円 

日用品費 シャンプー、リンス、ボディーソープ、手洗い用洗剤、ウェットティッシュ、                 

洗顔タオル、シェービングジェル、使い捨てカミソリ、使い捨てエプロン、

目回り清浄綿、綿棒、爪切り、箸、スプーン等     1 日 ５００円 

手芸材料 （希望される方） 材料代実費 

インフルエンザや新型コロナ等予防接種費用 各市町村が定める額 

 

（３）料金の支払方法 

・ 毎月 5 日までに前月分の請求書を発送しますので、その月内にお支払いくださ

い。お支払いいただきますと領収書を発行します。 

※領収書は各種手続きで必要となる場合がありますので、3～5 年程度の保管をお

勧めいたします。必要時は再発行に応じますが、文書料として 3,300 円の実費と

なります。 

・ お支払方法は現金、銀行振り込みの 2 つの方法があります。入所時にお選びく

ださい。 

 

 

 

 



４ サービスの利用方法について 

入所相談・申し込み       

 

 

   

入所判定会議 

 

 

    

入 所    同意書の提出（サービス契約の締結）   

入所後は、利用者の心身の状況、病状、家族状況や生活環境に照らし、利用者が

家庭へ復帰可能か、施設のさまざまな職種間で検討すると共に、利用者が自立した

日常生活を営むことができるよう支援する為、施設サービス計画を作成します。 

（おおむね 3 ヶ月ごとにカンファレンス開催） 

施設サービス計画は、利用者及びその家族の希望、利用者について把握された解

決すべき課題や医師の治療方針に基づいて、サービス提供に当たる各職種間で協議

して目標やその達成時期、サービス内容、注意すべき点が作成されます。 

作成後は利用者及び家族に対して説明、同意を得ることになります。 

 

 

＊守秘義務（個人情報の利用について） 

当施設とその職員、また当施設職員でなくなった後においても、業務上知りえた

利用者又はその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 
 ただし以下の場合は除きます。 

① 入所判定会議における入所可否決定・待機順位の決定のための情報提供 

② 処遇や治療あるいはサービス計画作成時等のスタッフ間での情報提供・共有 

③ 介護保険サービス利用のための市町村、居宅介護支援事業者、その他の介護

保険事業者等への情報提供、あるいは適切な在宅療養のための医療機関等へ

の療養情報の提供 

 

 

 

・利用希望者の心身状況・病歴・家族状況・生活環境等の把握 

※診断書、紹介状等医療情報の提供を、お願いする場合がありま

す。 

・施設責任者及び関連スタッフによる入所可否、待機順位の決定 

・利用希望者、保護者への連絡 

・重要事項の説明、必要物品の説明 



 

５ 施設を退所していただく場合（サービスの終了） 

（１） 利用者からの解除 

 利用者及び保護者は、当施設に対し退所の意思表明をすることにより、いつでも

入所利用を解除・終了することができます。 

 

（２） 当施設からの解除 

１．利用者が要介護認定において自立又は要支援と判定された場合 

２．入所中定期的に実施されるカンファレンスにおいて、退所して居宅で生活でき

うると判断された場合 

３．利用者の病状・心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な施設サービスの

提供範囲を超えると判断された場合（入院が必要となった場合等） 

４．利用者及び保護者がサービス利用料金を 3 ヶ月以上滞納し、その支払いを督促

したにもかかわらず 10 日間以内に支払われない場合 

５．利用者及びその家族等関係者が、当施設や当施設の職員又は他の利用者等に対

して、サービス利用が困難になるほどの迷惑行為や反社会的行為を行った場合 

６．天災・災害・施設設備の故障やその他やむを得ない理由により、当施設を利用 

  させることができない場合 

 

（3） 円滑な退所への支援 

 利用者及びその家族に対し適切な指導を行うと共に、利用者の心身の状況や置か

れている環境等を勘案し、必要とされる以下の援助を速やかに行います。 

１．適切な病院又は診療所の紹介 

２．居宅介護支援事業者の紹介 

３．その他保健医療サービス又は福祉サービス提供者の紹介 

 

６ 苦情の受付について 

施設サービスの内容に関する要望や苦情の窓口を設置しています。 

   担当：お客様相談室 

       電話 ０１７２－６５－４０６６ 

また、１階ロビーに備え付けられた「ご意見箱」も利用いただけます。 

申し出があった際は速やかに対応します。 

＊当窓口以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合会の苦情 

処理相談窓口に申し出ることも出来ます。（電話 ０１７－７２３－１３３６） 

 

 



 

７ 緊急時の対応について 

 利用者の容態等に変化があり、施設長（医師）の医学的判断により対診が必要と

認められる場合には協力医療機関での診療を依頼することがあります。 

協力医療機関   ・医療法人ときわ会 ときわ会病院 

             青森県南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－１ 

           ・平井歯科医院 

             青森県青森市浪岡大字浪岡字若松１６－２ 

協力医療機関、又はその他医療機関に対診及び診療や入院の際には当該入所者の診療状

況、療養上の必要な情報等を提供いたします。 

 また、協力医療機関と当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催します。 

 

８ 事故発生時の対応について 

 施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者がお住まいの

市町村、家族等に連絡すると共に、必要な処置を講じます。 

 

９ 非常災害時の対策 

防災時の対応 
被害を最小限にとどめ、利用者の安全を確保するよう自衛消

防隊を編成し任務の遂行にあたる 

防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓 

防災訓練 基本訓練及び利用者含む総合訓練（各年１回以上） 

防火責任者 総務職員 
 

 

10 身体拘束について 

 原則として利用者に対し身体拘束は行いません。しかし、自傷他害の恐れがあ

る等緊急やむをえない場合には身体拘束やその他利用者の行動を制限する行為を

行う事があります。この場合には利用者または身元引受人に対して身体拘束の理由

や内容を十分説明して同意書を作成するものとします。 

 常時観察等を行い要件に該当しなくなった場合は速やかに解除いたします。 

 又、身体拘束の適正化を図る為、以下に掲げる事項を実施します。 

１．適正化の委員会を 3月に 1回以上開催すると共にその結果について、介護職員

そのほかの従業者に周知徹底を図ります。 

２．身体拘束等の適正化の為の指針を整備します。 

３．介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化の為の研修を定期的に実

施します。 

 



 

11 虐待防止について 

 当施設では利用者の人権に十分配慮し、身体的、心理的虐待行為の禁止はもちろ

んの事、防止に努め人権意識の向上や知識の習得に努めます。また、個人個人に応

じた施設サービス計画を作成し、適切な支援の実施に努め、従業者が悩みや苦労を

相談できる体制を整える為、以下に掲げる事項を実施します。 

１.虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図ります。 

２.虐待防止の為の指針を整備します。 

３.虐待を防止する為の定期的な研修を実施します。 

４.以上に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を設置します。 

 

12 業務改善計画について 

 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保険施設サ

ービスの提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為

の計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるも

のとします。 

１. 当施設は従業者に対し、業務改善計画について周知すると共に必要な研修及

び訓練を定期的に実施します。 

２. 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行います。  

 

13 感染症の予防及び蔓延の防止について 

 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管

理を適正に行います。 

１. 感染症が発生し又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防

止の為の指針を定め必要な措置を講じる為の体制を整備します。 

① 感染症又は食中毒の予防及び蔓延防止の為の対策を検討する委員会をおおむ

ね 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を

図ります。 

② 感染症の予防及び蔓延の防止の為の指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及び蔓延防止の為の訓練を定期的に実施します。 

④ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関

する手順」に沿った対応を行います。 

２. 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は毎月 1回検便を行います。 

３. 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行います。 

  

 



 

14 職員の質の確保について 

  職員の資質向上のために研修の機会を確保します。 

１. 全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険

法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する

者を除く）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置

を講じます。 

 

15 栄養管理について 

  管理栄養士が利用者の栄養状態に応じて、多職種が共同して利用者ごとの栄養

ケア計画を策定し、利用者の栄養状態を定期的に記録していきます。 

 

16 口腔衛生管理について 

  利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、

口腔衛生体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行いま

す。歯科医師及び歯科医師の指示を受けた歯科衛生士により、年 2回口腔衛生の管

理に係る技術的助言及び指導を介護職員等に対し行っていきます。  

 

17 施設利用にあたっての留意事項 

  当施設の利用にあたり、利用者の共同生活の場としての快適性・安全性を確 

保するため、下記の事項をお守りください。 

 

１．持込の制限 

原則としてペットや家電製品の持ち込みは出来ません。 

 

２．面会 

別紙参照 

 

３．外出・外泊 

 別紙参照 

 

４．飲酒・喫煙 

 施設内外での喫煙は出来ません。飲酒は原則的に禁止です。 

 

 

 

 

 



 

５．その他 

 ・多額の現金や貴重品の所持はご遠慮願います。紛失等、施設では責任を負いか 

ねます。どうしてもという場合は、ご本人・ご家族の責任において管理するか、 

当施設総務にお預け下さい。引き換えに預り証を発行して管理します。 

 ・施設の設備や備品の利用については、本来の用途にしたがって利用してくださ 

い。故意又は不注意による破損や汚染については、自己負担により現状修復して 

いただくか、相応の代価をお支払いいただく場合があります。 

 

18 サービス利用にあたっての禁止事項 

１．利用者の自立支援を目的として作成されたケアプランの内容が妥当であるにも

かかわらず、その支援計画を納得がいかないと批判したり、頑なに拒み続けた

り、過剰な介護支援を要求したりする事 

２．利用者及びその家族等の関係者によるカスタマーハラスメント。暴言・暴力行

為や一方的な要求等の迷惑行為が確認され、その行為を止める様に注意しても、

聞き入れることなく同様の行為を続け職員や他入所者に精神的苦痛を与える

事 

３．利用者及びその家族等の関係者によるセクシャルハラスメント。必要もなく体

を触る、性的な話をする、手を握る等を行い職員や他入所者に精神的苦痛を与

える事 

４．利用者及びその家族が、職員や他入所者の情報を SNS に投稿したり、関係の

ない人に伝える事。また無断で職員や他入所者を録音・撮影する行為。上記以

外の個人情報を漏洩させ、施設や職員、利用者が被害を被るような行為 

５．職員や利用者に対し迷惑を及ぼすような営利活動、政治・宗教活動、勧誘   

 

 ※上記事項を守られない場合は法的手段をとらせていただき、退所してい

ただく場合もあります。 

 

19 写真・動画掲載承諾 

 当施設では日常の生活の様子、行事やレクリエーション等の様子をホームページ

等でご報告しております。 

 つきましては利用者の活動中の写真や動画をホームページやブログ等に掲載す

る事を保護者の方にご了承いただければ幸いです。 

 掲載の可否について入所同意書にご記入をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

面会についてのご案内 

 

 

【面会の仕方】 

①予約は不要です。当日次の時間帯にお越しください。面会時間帯は平日の午後（１４時 

～１６時迄）、土曜日（１０時～１１時３０分迄）でお願いします。日祝日は不可となります。 

②面会回数と人数は 1 日 1 回で 1 度に 3 人まで。（小学生以上の方でお願いします）マスク着

用の上、玄関にて手指消毒と面会用紙の記入をお願いします。面会用紙はそのままお持ちいた

だき入所者様の自室等でご面会をして下さい。面会用紙はお帰りの際に終了時間を記入して受

付備え付けのポストに入れてください。 

検温は不要ですが、同居家族で感染症に罹患している方、面会者に風邪症状や体調不良 

がある際は見合わせてください。また面会者が面会日より 2 日以内に新型コロナやインフルエ

ンザ等感染症に罹患した場合は明生園に連絡をお願いします。 

入所者様居室については受付にお尋ねください。 

面会時間は 15 分間程でお願いします。こちらではお声がけしませんので自己管理でお願い

します。 

③面会時の飲食は禁止させていただきます。 

※お預かりした物品（衣類や時計等）は所持物の数などを施設で確認しておりますので、持ち

帰る際等は職員にお声がけをお願いします。また、差し入れや衣類等の物品の持ち込みは受付

にお預けください。衣類やおやつ等にもお名前をご記入していただくようお願いいたします。 

 

 

 

※入浴日については。入所当日にお知らせいたします。また、祝日がある週は入浴日がずれて

いますので、詳しくは直接電話でご確認ください。 

※施設内で感染症が流行した場合は施設閉鎖になり、面会をお断りする事があります。その際

はホームページにてお知らせいたしますので面会前にホームページのご確認をお願いします。 

※入所者様が居室にいない場合はお近くの職員へお声がけをお願いします。 

※居室でおむつ交換中の場合は少々お待ちいただきます。 

※また、外出・外泊についてはこれまで通りご遠慮をお願いいたします。何卒ご協力をよろし

くお願いします。 

 


